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「施工パッケージ型積算基準」の改定について 

 

 

 

「施工パッケージ型積算方式の試行について」（平成 24 年 3 月 30 日付け国官技第

360号）の試行実施要領 第３ 本方式における留意点 １．積算の「施工パッケージ型

積算基準」を別紙のとおり改定し、施行することとしたので通知する。 

 

 

附則 

 本通知は、令和 8年 4月 1日以降に入札書提出期限日を設定している工事から適

用する。 


